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次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画 

 

 

１．計画期間  

 

２０２５年 ４月 １日～２０２７年 ３月３１日 

 

 

 

２．目標と取組内容 

   

目標１：男性の育休取得率を７０％にする 

     ２０２５年度 育児休業取得推進策の検討および実施 

     ２０２６年度 育児休業の取得率が低い部門へのフォローアップ 

 

 

    目標２：フルタイム労働者一人当たり各月ごとの法定時間外労働および 

法定休日労働の合計時間２０時間未満にする 

２０２５年度  勤怠管理システムを活用した状況把握、管理方法の検討 

２０２６年度  評価および改善 

 

 

以 上 


